
一時保育事業 

 
○保育の種類（事業内容） 

 
 【非定型的保育】 

   就労形態の多様化に伴う一時的な保育（保護者のパート就労、技能取得のための職業 

  訓練校への通学、大学就学等により、家庭での保育が断続的に困難となる場合） 
 

 【緊急保育】 

   保護者の傷病、出産、家庭等の冠婚葬祭等により、家庭での保育が一時的に困難とな 

  る場合。 
 

 【私的理由保育】 

   保護者のリフレッシュ等の目的に応える保育（保護者の育児に伴う心理的、肉体的 

  負担の解消のため。（児童を体験的に入所させる場合等を含む。）） 

 
   

  ※いずれの保育の種類も、ひと月当たりの利用日数に制限はありません。 

 
○申込の方法 

  緊急な場合を除き、利用希望日の１週間までに直接保育園に申し込んで下さい。 

  保育園の都合により利用できない場合があります。（園児数や年齢の状況により） 

 
○保育の時間 

  午前８：３０ ～ 午後４：３０（８時間） 

  ※柔軟に対応いたします 

 
○開設日 

  次に掲げる日を除き開設します。 

   ・日曜日、祝日 

   （※その他、園の行事や時期により利用できない場合もあります。） 

 
○利用料日額（※利用料は昼食、おやつの利用の有無を問いません。） 

  利用される年度の４月１日現在のお子さんの年齢を基に、利用料を決定します。 
 

  浜田市に住所のあるお子さんが利用される場合 

年齢 
利用時間が４時間を 

超えて８時間まで 

利用時間が４時間 

以内の場合 

利用時間が８時間を 

超える場合 

０歳児 ２，０００円 １，２００円 
利用３０分毎に 

２００円追加 
１～２歳児 １，７００円 １，０００円 

３歳以上児 １，５００円   ９００円 
 

  浜田市外に住所のあるお子さんが利用される場合 

年齢 
利用時間が４時間を 

超えて８時間まで 

利用時間が４時間 

以内の場合 

利用時間が８時間を 

超える場合 

０歳児 ２，４００円 １，４００円 
利用３０分毎に 

２００円追加 
１～２歳児 ２，１００円 １，２００円 

３歳以上児 １，９００円 １，１００円 
 


